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「上場小学校入学式」
　令和 7 年４月７日に上場小学校
入学式が挙行され，新１年生２名が
入学されました。



高騰する配合飼料の購入数量に
対して３千円/トンを給する補
助金を計上

600万円

配合飼料高騰対策
支援事業補助金

商工会に加入する法人（各10万
円）及び個人事業主（各5万円）
に給付する支援金を計上

1,200万円

中小企業等エネルギー
価格高騰対策支援金

令和６年度の住民税非課税世
帯へ３万円／世帯の給付金を
計上（専決処分）

5,400万円

住民税非課税世帯
支援給付金

有床医療機関，無床診療所，歯
科医院，薬局，保育所，学童（計
29施設）に給付する支援金を
計上

416万円

医療・保育施設等
物価高騰対策支援金

介護施設31施設，障がい者施設
2施設に給付する支援金を計上

610万円

介護・福祉施設等
物価高騰対策支援金

令和６年度の住民税非課税世帯
（被扶養者のみの世帯）と均等割
課税世帯へ２万円／世帯の給付
金を計上

900万円

低所得者世帯
支援給付金

総額86億2062万5千円

令和6年度 一般会計補正予算
1億6628万1千円を追加

第１回 臨時会

　第１回臨時会を１月２１日に開催し，令和６年度一般会計補正予算の専決処分の承認のほ
か，人事院勧告に基づき，国家公務員の月例給，期末・勤勉手当の支給月数の改正及び扶養手
当の見直し等がされたことに伴う湧水町職員の給与に関する条例の一部改正と同勧告に準じる
条例の一部改正２件，エネルギーや食料品などの価格高騰の影響を受けた生活者や事業者の支
援を目的とした重点支援地方交付金を含む令和６年度一般会計補正予算及び国民健康保険事業
特別会計補正予算，介護保険事業特別会計補正予算，水道事業会計補正予算が提案され，それ
ぞれ原案のとおり可決しました。

●下記の事業は令和６年度事業であり，次年度に繰り越した事業を除いて執行済みです。
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こんなことが決まりました

第 １ 回 臨 時 会
議　　案 提案理由等 議決結果

承　認
第１号

専決処分の承認を求め
ることについて（令和
６年度湧水町一般会計
補正予算（専決第５
号））

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８７０
万３千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ８５億１３０４万７千円とするもの

承認 全会
一致

議　案
第１号

湧水町長等の給与等に
関する条例の一部を改
正する条例の制定につ
いて

人事院勧告に準じ，特別職の国家公務員等の期末
手当の支給月数が改正されたことに伴い，町長等
においてもこれに準じて所要の改正をしようとす
るもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第２号

湧水町職員の給与に関
する条例の一部を改正
する条例の制定につい
て

人事院勧告に基づき，国家公務員の月例給，期末・
勤勉手当の支給月数の改正及び扶養手当の見直し
等がされたことに伴い，本町職員においてもこれ
に準じて所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第３号

湧水町議会議員の議員
報酬及び費用弁償等に
関する条例の一部を改
正する条例の制定につ
いて

人事院勧告に準じ，特別職の国家公務員等の期末
手当の支給月数が改正されたことに伴い，議会議
員においてもこれに準じて所要の改正をしようと
するもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第４号

令和６年度湧水町一般
会計補正予算（第９
号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７５
７万８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入
歳出それぞれ８６億２０６２万５千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第５号

令和６年度湧水町国民
健康保険事業特別会計
補正予算（第３号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７万６
千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ１４億３２１７万３千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第６号

令和６年度湧水町介護
保険事業特別会計補正
予算（第４号）

歳入歳出予算の総額を増減なしとし，歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９８９９万３
千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第７号

令和６年度湧水町水道
事業会計補正予算（第
２号）

令和６年度湧水町水道事業会計予算第３条に定め
た収益的支出の予定額を補正（６５万５千円の増）
とし，同予算第４条に定めた資本的支出の予定額
を補正（３７万８千円の増）するもの

原案
可決

全会
一致
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77億1429万2千円を可決

第 1回定例会 一般会計予算
令和7年度

　３月定例会は，２月２８日に召集され，３月１３日までの１４日間の会期で開催されまし

た。今定例会では，湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例ほか２件の条例

制定，現在のデジタル社会の状況を踏まえ，湧水町情報公開条例及び湧水町個人情報の保護に

関する法律施行条例の一部改正ほか，林業従事者が減少していることから，湧水町林業振興推

進協議会条例の一部改正など計１０件，その他，条例の全部改正計４件，条例の廃止計３件，

令和６年度の各種事業執行に伴う補正予算並びに令和７年度の各会計の当初予算など，計３２

の案件が上程され，それぞれ原案可決しました。

　なお，一般質問では議員５名が１２項目について質問しました。
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議案第８号　湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例
の制定を全会一致で可決
　湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例の制定が提案されました。これ
は地方自治法第 244 条の２第１項の規定に基づき，同施設を設置したいため，本条例の制定
をしようとするものです。
　本件に対し，議員から「本町の特産物はどういうものがあるのか。また，その特産物と出
荷額はいくらか。」との質疑があり，執行部からは，「本町は，野菜の中で新興作物６種類を
推進しております。令和５年度の実績として，まず，金山ネギが販売数量 100 トン，販売金
額が約 3,100 万円，次にかぼちゃ１４トン，販売金額が約 220 万円，ゴーヤ 3.4 トン，９３万円，
ごぼう 2.7 トン，約 135 万円，里芋が令和５年度からの新たな産物として，3.6 トン，４２万
円，キャベツ１５トン，118 万円です。」との答弁がありました。また，議員から「同施設の
料金体系については，施設がフル稼働時の１時間の電気料がどのぐらい使うのかという計算
はしていると思うが，それを考慮した料金設定になっているか。」との質疑があり，「電気使
用量の試算については，令和７年度の当初予算の中では，各施設の利用実績等も踏まえた中で，
８万３千円を要求しています。」との答弁がありました。

議案第１４号　湧水町林業振興推進協議会条例の一部を改正する条例の
制定を全会一致で可決
　湧水町林業振興推進協議会条例の一部を改正する条例の制定が提案されました。この協議
会は，町長からの諮問に応じ林業振興及び森林整備事業の推進に関する重要な事項を調査し，
また審議させるために設置されておりますが，林業従事者が減少していることから，協議会
委員の定数について，所要の改正をするものです。
　本件に対し，議員から「協議会の構成員数を１０名以内に改正した時に，どの団体が除外
されるか。」との質疑があり，執行部からは，「現行の構成として，農業委員会１名，林業関
係団体３名，林業従事者代表９名です。これを，農業委員会１名，林業関係団体２名，林業
従事者５名程度にしたい。」との答弁がありました。
　採決の結果，同条例の制定について，全会一致で可決されました。

議案第１６号　湧水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
を全会一致で可決
　湧水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定が提案されました。これは国民健
康保険法施行令の一部が改正されたこと及び国民健康保険事業の健全な運営を行うため，所
要の改正をしようとするものです。本町では，県国民健康保険運営方針により保険税率につ
いては県が国保事業費納付金を元に算定した標準保険税率に合わせて，原則として，毎年度
改正しています。その結果，令和７年度区分合計では所得割 0.7%，均等割 3,300 円，平等割
2,600 円の減となります。また，今回の国民健康保険法施行例の一部改正により，基礎課税額
の限度額が１万円の増，後期高齢者支援金等課税額の限度額が２万円の増となります。
　採決の結果，同条例の制定について，全会一致で可決されました。

条例改廃等の主なもの（第１回定例会）※全ての議決結果は，P8-9 掲載
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令和７年度　　一般会 計当初予算審議内容
※常任委員会予算審議における質疑の一部を紹介します。

質疑　　栗野庁舎障害者用駐車場から庁舎への
雨天時の移動に関し，屋根付き歩道設
置等の対策は検討できないか。

答弁 　　 検討してみたい。

意見 　　 企業誘致はわが町の最重要課題である人口減少対策に最も有効な対策の一つで
あり，この企業誘致実現のためには長年放置状態にある県有地内の「霧島くり
の工業団地」の団地造成工事が必須の要件で，この造成工事の実施を県・国に
要望するために町としての「霧島くりの工業団地土地利用基本構想（案）」の策
定が必要で，このためのプロジェクトチームを設置すべきである。

質疑　　デジタル化の象徴である窓口のペーパーレス化はいつ実現す
るのか。

答弁 　　７年度以降になると考えている。

質疑　　記念誌は何冊の発行を予定しているのか，また，どんな記念行
事を考えているのか。

答弁 　　 記念誌は２０部の発行を，また記念行事は講演会や町表彰式の実施等を考えて
いる。

質疑　　民生委員のなり手不足が深刻であるこ
と，またガソリン価格など活動費も高騰
していることから手当ての増額を検討し
てはどうか。

答弁 　　 検討してみたい。

質疑　　当該施設の７年度の収支見積もりは。
答弁 　　 ６年度は実績見込みで約 7600 万円の赤字を，

また７年度は予算ベースで約 7300 万円の赤
字を見積もっています。

財
産
管
理
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電
算
管
理
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社
会
福
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総
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総
合
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費

町
制
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行
20
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年
　

記
念
事
業
費
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質疑　　総合交流施設ラウンジ貸付使用料が計上されていないが，利用
希望者はいないのか。

答弁 　　 希望者を公募したが応募がない。今後も繰り返し公募を行っていきたい。

意見 　　 ラウンジの貸付により町有財産の有効活用を図るため，応募条件の緩和を検討
して応募がされるように工夫する必要がある。

質疑　　産前産後の心身が不安定な時期の女性がメールだけでなく電
話でも悩み事の相談が可能な制度への拡充が必要ではないか。

答弁 　　 検討してみたい。

質疑　　防災行政無線の自治会放送の利用状況
は。

答弁 　　 現在１３自治会が利用しており，新たに２自治会分
を見込み計上している。

質疑　　町内に１６か所の大規模盛土造成地の安全性の確認が必要な
造成地があり，シルバーケアーセンターと城山グラウンドの２
か所について調査が必要と判断されているとのことであるが，
地質調査を行った結果，適合しない場合はどのような措置を行
うのか。

答弁 　　 地質調査において異常が発見された場合は，補助事業を活用して対策を実施し
ていきます。

質疑　　移住サポートセンターは，町内に運営で
きる業者がいるのか。また，４月からの
運営ができるのか。

答弁 　　 町内で移住定住の経験がある方や関わりのある団体
を考えている。設立は，６月の予定である。

質疑　　地域おこし協力隊員の活動内容は。
答弁 　　 吉松駅を中心とした地域全体の活性化である。

具体的には，空き家店舗の活用，鉄道のまちと
しての再生，地域資源を活かした特産品の開発，
ＳＮＳを活かした駅前及び地域の情報発信事業
を予定している。

令和７年度　　一般会 計当初予算審議内容
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費
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こ ん な こ と が 決 ま り ま し た
令和７年第１回定例会

議　　案 提案理由等 議決結果

議　案
第８号

湧水町特産物集出荷加工施設の
設置及び管理に関する条例の制
定について

地方自治法第 244条の２第１項の規定に基づき，湧水町特
産物集出荷加工施設を設置したいため，本条例を制定しよ
うとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第９号

湧水町水道事業の剰余金の処分
等に関する条例の制定について

地方公営企業法第３２条第２項及び第３項の規定に基づき，
毎事業年度，水道事業において生じた利益剰余金及び資本
剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定め
るため，本条例を制定しようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第10号

刑法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整理に関
する条例の制定について

刑法等の一部を改正する法律の施行により，自由刑のうち
懲役及び禁固が廃止され，新たに拘禁刑が創設されること
から，本町の関係条例について所要の改正をしようとする
もの

原案
可決

全会
一致

議　案
第11号

湧水町情報公開条例及び湧水町
個人情報の保護に関する法律施
行条例の一部を改正する条例の
制定について

現在のデジタル社会の状況を踏まえ，本町の情報公開制度
を更新するとともに，両条例の手数料の統一を図るため，
所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第12号

湧水町監査委員条例及び湧水町
水道事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例の制定に
ついて

地方自治法の一部が改正され，同法の規定を引用する条例
について引用条項のずれが生じたため，所要の改正をしよ
うとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第13号

湧水町職員の勤務時間，休暇等
に関する条例及び湧水町職員の
育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

令和６年８月８日に人事院が行った「公務員人事管理に関
する報告」の「仕事と生活の両立支援の拡充」に係る項目
に基づき，超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大等
がされることに伴い，本町職員にもこれに準じて所要の改
正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第14号

湧水町林業振興推進協議会条例
の一部を改正する条例の制定に
ついて

林業従事者が減少していることから，協議会委員の定数に
ついて所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第15号

湧水町農業農村推進協議会設置
条例の一部を改正する条例の制
定について

農業共済組合の組織機構改革に伴い，かごしま中部農業共
済組合が鹿児島県農業共済組合中部支所に変更されたため，
所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第16号

湧水町国民健康保険税条例の一
部を改正する条例の制定につい
て

国民健康保険法施行令の一部が改正されたこと及び国民健
康保険事業の健全な運営を行うため，保険税率を改正した
いことから，所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第17号

湧水町物産館の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条
例の制定について

くりの物産館及び吉松物産館について，本町の物産館運営
の統一を図るため，開館日及び開館時間を改正しようとす
るもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第18号

湧水町水道事業布設工事監督者
の配置基準及び資格基準並びに
水道技術管理者の資格基準に関
する条例の一部を改正する条例
の制定について

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に
関する法律の施行に伴う関係法令の整備等及び経過措置に
関する政令等が公布され，布設工事監督者及び水道技術管
理者の資格要件について改正が行われたことに伴い，所要
の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第19号

湧水町行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人
番号の利用に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律の一部が改正され，同法の規定を引用する
条例について引用条項のずれが生じたため，所要の改正を
しようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第20号

地方公務員法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係条例の整
備等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

地方公務員法の一部を改正する法律が改正され，同法の規
定を引用する条例について引用条項のずれが生じたため，
所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第21号

湧水町指定地域密着型サービス
の事業の人員，設備及び運営に
関する基準を定める条例の全部
を改正する条例の制定について

指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関
する基準を，厚生労働省令の内容どおりの基準とするため，
本条例の全部を改正しようとするもの

原案
可決

全会
一致
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こ ん な こ と が 決 ま り ま し た

議　案
第22号

湧水町指定地域密着型介護予防
サービスの事業の人員，設備及
び運営並びに指定地域密着型介
護予防サービスに係る介護予防
のための効果的な支援の方法に
関する基準を定める条例の全部
を改正する条例の制定について

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予
防のための効果的な支援方法に関する基準を，厚生労働省
令の内容どおりの基準とするため，本条例の全部を改正し
ようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第23号

湧水町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例の全部を
改正する条例の制定について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を，内閣府令の内容どおりの基準とするため，本条
例の全部を改正しようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第24号

湧水町家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準を定める
条例の全部を改正する条例の制
定について

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を，厚生労
働省令の内容どおりの基準とするため，本条例の全部を改
正しようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第25号

湧水町立栗野岳牧場の設置及び
管理に関する条例を廃止する条
例の制定について

栗野岳牧場を廃止したいため，本条例を制定しようとする
もの

原案
可決

全会
一致

議　案
第26号

湧水町児童養育手当支給条例を
廃止する条例の制定について

児童扶養手当法の一部を改正する法律の施行に伴い，本条
例において児童養育手当の支給対象者となっていた父子家
庭が，児童扶養手当の支給対象者となっているため，本条
例を廃止しようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第27号

湧水町青少年問題協議会設置条
例を廃止する条例の制定につい
て

地方青少年問題協議会法に基づく，青少年の保護，矯正に
関する審議等は，子ども・子育て支援法等の施行に伴い，
各関係機関において協議の場が確保されていることから，
本条例を廃止しようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第28号

令和６年度湧水町一般会計補正
予算（第１０号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１７１５万９
千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８
４億３４６万６千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第29号

令和６年度湧水町国民健康保険
事業特別会計補正予算（第４号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６０３５万４
千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１
２億７１８１万９千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第30号

令和６年度湧水町介護保険事業
特別会計補正予算（第５号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２３９万８千
円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
１３億７６５９万５千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第31号

令和６年度湧水町後期高齢者医
療事業特別会計補正予算（第２
号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７万１千円
を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
１億８８７６万円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第32号

令和６年度湧水町水道事業会計
補正予算（第３号）

令和６年度湧水町水道事業会計予算第４条に定めた資本的
収入及び資本的支出の予定額を補正（２０万９千円の減）
するもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第33号 令和７年度湧水町一般会計予算 歳入歳出予算の総額をそれぞれ７７億１４２９万２千円と

定めるもの（Ｐ４参照）
原案
可決

全会
一致

議　案
第34号

令和７年度湧水町国民健康保険
事業特別会計予算

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億８８８２万２千円と
定めるもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第35号

令和７年度湧水町介護保険事業
特別会計予算

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億８９２９万６千円を
定めるもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第36号

令和７年度湧水町後期高齢者医
療事業特別会計予算

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億９５１４万２千円を定
めるもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第37号

令和７年度湧水町水道事業会計
予算 （Ｐ４参照） 原案

可決
全会
一致

議　案
第38号

令和６年度湧水町一般会計補正
予算（第１１号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０１万９千
円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
８４億４４８万５千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第39号

令和６年度湧水町国民健康保険
事業特別会計補正予算（第５号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万８千円
を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
１２億７１８３万７千円とするもの

原案
可決

全会
一致
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町政を問う 5 人が質問

成相　　大 議員

中村　和博 議員

境田　公明 議員久留須　修 議員

森山マスミ 議員

１．不妊検査やブライダルチェ
ックに係る費用及び低出生
体重児への支援金について

２．各体育館施設への空調設備
設置について

１．総合交流施設温泉施設の将
来構想について

２．過去の質問のその後につい
て

３．８年間の池上町政の総括に
ついて

１．アーモンドの今後の取組み
について

２．２・４・５−Ｔ系除草剤の撤
去について

１．移住・空き家対策について
２．観光対策について

１．町内企業への町単独企業立
地優遇制度の創設について

２．総合交流施設の今後の在り
方について

３．令和５年第３回一般質問の①
川内川恒次地内の拡幅改修
の追加要望，②サイクリング
ロード桜並木見学者用駐車場
の設置，③宅地造成について

P12

P11

P14

P13P15

◆一 般 質 問 目 次 ◆

ここが知りたい !!

 　ここが聞きたい !!
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総
合
交
流
施
設
活

用
協
議
会
の
提
言
を

受
け
て
か
ら
約
５
か
月
が
経
過

し
た
が
、
新
た
な
施
設
の
概
要

も
未
だ
見
え
て
い
な
い
と
の
こ

と
は
極
め
て
残
念
で
あ
る
。
し

ば
ら
く
は
現
在
の
施
設
を
だ
ま

し
だ
ま
し
使
う
と
い
う
こ
と
な

の
か
。
町
長
の
考
え
を
伺
う
。

一 般 質 問

　

温
泉
施
設
の
解

体
・
移
転
と
そ
の
空

き
ス
ペ
ー
ス
の
子
育
て
関
連
施

設
へ
の
改
修
並
び
に
屋
外
遊
具

施
設
等
の
整
備
と
多
く
の
関
連

事
業
が
予
定
さ
れ
、
そ
の
た
め

多
額
の
経
費
が
必
要
と
な
り
利

用
で
き
る
補
助
事
業
等
の
検
討

が
必
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

当
分
は
現
在
の
状
況
で
施
設
を

使
う
こ
と
に
な
る
。

　

毎
年
１
億
円
近
い

赤
字
が
出
る
こ
の
温

泉
施
設
を
い
つ
ま
で
使
う
か
と

の
方
針
も
未
だ
決
ま
っ
て
お
ら

ず
巨
額
赤
字
の
解
消
に
真
剣
に

取
り
組
む
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
な

い
。
い
つ
ま
で
こ
れ
を
使
い
続

け
る
の
か
再
度
答
弁
を
求
め

る
。

　

来
年
度
か
ら
順
次

必
要
な
調
査
委
託
等

を
予
定
し
て
い
る
が
、
い
つ
の

時
点
で
次
の
施
設
を
建
設
す
る

か
は
ま
だ
い
え
る
状
況
に
は
な

い
。

　

協
議
会
の
提
言
は

新
た
な
施
設
も
温
泉

の
利
用
を
前
提
に
し
て
い
る
一

方
で
費
用
対
効
果
の
経
済
性
が

重
要
に
な
る
と
も
述
べ
て
い

る
。
建
設
費
用
と
以
後
の
維
持

管
理
費
用
の
検
討
に
際
し
て
は

現
在
の
泉
源
（
地
下
一
千
三
百

メ
ー
ト
ル
）
か
ら
温
泉
水
を
汲

み
上
げ
る
温
泉
方
式
と
日
本
名

水
百
選
の
水
を
使
っ
た
沸
か
し

湯
方
式
の
ど
ち
ら
が
湧
水
町
に

と
っ
て
有
益
か
比
較
検
討
を
実

施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

提
言
は
温
泉
を
使

っ
た
小
規
模
の
温
泉

施
設
が
適
当
と
し
て
い
る
が
、

両
方
式
を
比
較
検
討
す
る
こ
と

は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

多
額
の
費
用
を
要

す
る
こ
の
事
業
の

計
画
に
際
し
て
は
次
の
世
代
に

お
荷
物
と
な
ら
な
い
施
設
と
す

る
た
め
に
構
想
の
要
素
で
あ
る

場
所
、
規
模
、
経
費
、
温
泉
方

式
か
沸
か
し
湯
方
式
の
別
等
を

含
む
基
本
構
想
が
で
き
次
第
こ

れ
を
公
表
し
町
民
の
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
、
そ
の

後
に
こ
れ
を
反
映
さ
せ
た
計
画

を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
。

　

新
設
施
設
の
全
体

計
画
（
案
）
に
つ

い
て
は
町
の
重
要
政
策
の
一
つ

で
あ
り
案
の
段
階
で
町
民
の
意

見
、
情
報
及
び
専
門
的
な
知
識

を
求
め
、
提
出
さ
れ
た
意
見
を

考
慮
し
て
意
思
決
定
を
行
う
こ

と
は
必
要
で
あ
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
改
革
の

態
勢
強
化
と
窓
口
ペ

ー
パ
ー
レ
ス
化
の
検
討
状
況
を

伺
う
。

　

デ
ジ
タ
ル
改
革
の

推
進
に
は
デ
ジ
タ
ル

技
術
の
専
門
家
が
必
要
で
そ
の

確
保
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　

窓
口
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
は
令

和
八
年
度
か
ら
開
始
の
予
定
で

あ
る
。

　

人
口
減
少
対
策
推

進
の
た
め
の
新
た
な

組
織
の
検
討
状
況
は
。

　

当
面
は
現
状
維
持

を
考
え
て
い
る
。

　

肥
薩
線
の
日
常
的

な
利
用
計
画
に
関
す

る
検
討
状
況
は
。

　

肥
薩
線
（
山
線
）

の
日
常
的
な
利
用
は

難
し
い
が
、
運
行
区
間
で
は
運

賃
等
の
団
体
助
成
を
実
施
し
て

お
り
、
更
な
る
利
用
促
進
を
図

る
。

　

令
和
七
年
度
は
町

内
す
べ
て
の
幼
稚

園
、
小
中
学
校
及
び
公
民
館
学

級
等
で
肥
薩
線
を
利
用
し
た

学
習
や
行
事
等
を
計
画
し
て
い

る
。
今
後
も
利
用
促
進
を
各
学

校
等
に
働
き
掛
け
る
。

中村　和博 議員
新設予定の温泉施設の概要は

未だ施設概要等はない町
長

町
長

町
長

問

町
長

町
長

町
長

教
育
長

町
長

町
長 問

問

問問

問問

過
去
の
質
問
の
そ
の
後

は
。

温
泉
施
設
の
将
来
構
想
に

つ
い
て
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不
妊
治
療
に
か
か

る
費
用
が
保
険
適
用

と
な
っ
た
が
、
一
人
ひ
と
り
検

査
内
容
も
異
な
り
、
体
質
の
変

化
、晩
婚
化
・
晩
産
化
が
進
み
、

日
常
生
活
の
ス
ト
レ
ス
、
添
加

物
な
ど
が
多
い
食
事
、
不
規
則

な
睡
眠
な
ど
明
ら
か
に
昔
と
は

生
活
環
境
が
違
い
不
妊
の
原
因

に
な
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

そ
の
た
め
個
々
に
合
わ
せ
た
額

の
支
援
や
子
ど
も
を
望
む
夫
婦

が
不
妊
検
査
に
気
軽
に
い
け
る

よ
う
な
支
援
が
で
き
な
い
か
。

ま
た
、
低
出
生
で
生
ま
れ
た
子

ど
も
の
家
庭
に
対
す
る
支
援
も

で
き
な
い
か
伺
う
。

本
町
で
は
子
宮
頸

が
ん
検
診
や
乳
が
ん

検
診
等
を
実
施
し
、
健
診
の
受

診
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。
低

出
生
体
重
児
の
家
庭
に
は
、
母

子
保
健
法
に
基
づ
き
未
熟
児
養

育
医
療
事
業
を
実
施
し
、
所
得

区
分
に
応
じ
た
自
己
負
担
を
差

し
引
い
た
額
を
公
費
で
負
担
し

て
い
ま
す
。

費
用
的
な
問
題
も

あ
る
が
、
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
な
部
分
も
あ
り
、
人
そ
れ

ぞ
れ
の
考
え
も
あ
る
た
め
、
難

し
い
問
題
で
あ
る
。
何
ら
か
の

き
っ
か
け
で
、
病
院
に
行
っ
て

み
よ
う
、
誰
か
に
相
談
し
て
み

よ
う
と
い
う
環
境
も
必
要
で
あ

り
、
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口

や
経
験
者
か
ら
話
を
聞
け
る
よ

う
な
会
な
ど
、
何
ら
か
の
手
助

け
が
で
き
る
と
良
い
と
思
う
。

低
出
生
体
重
児
の
家
庭
は
、
発

達
外
来
や
リ
ハ
ビ
リ
等
、
大
き

な
病
院
に
定
期
的
に
通
院
し
て

い
る
と
聞
く
が
、
支
援
策
の
案

と
し
て
金
額
の
上
限
で
な
く
、

仕
事
を
休
ん
で
時
間
・
費
用
を

か
け
検
診
に
行
っ
た
と
い
う
こ

と
で
、
領
収
書
提
示
で
日
時
・

受
診
病
院
な
ど
分
か
る
の
で
、

一
受
診
あ
た
り
町
内
で
使
え
る

商
品
券
を
千
円
分
渡
す
な
ど
、

町
独
自
の
支
援
の
方
法
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
少
し

で
も
、
町
内
に
住
む
若
者
や
子

ど
も
を
も
つ
家
庭
の
気
持
ち
や

考
え
に
寄
り
添
え
る
よ
う
、
協

力
し
て
い
け
る
と
良
い
と
思
う

が
町
長
の
考
え
を
伺
う
。

気
軽
に
相
談
に
行

け
る
窓
口
・
町
民
に

周
知
す
る
な
ど
、
支
援
内
容
を

考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。近

年
、
異
常
気
象

に
よ
り
保
育
園
・
小

学
校
等
、
体
育
館
で
の
運
動
会

開
催
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
が
多

く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
災
害

時
避
難
場
所
と
な
っ
た
際
に

も
、
気
候
に
合
わ
せ
て
空
調
設

備
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
。
今
後
も
町
内
の
体
育
館
施

設
を
有
効
利
用
し
て
も
ら
う
た

め
に
各
体
育
館
へ
の
空
調
設
備

の
設
置
を
検
討
で
き
な
い
か
伺

う
。

災
害
時
に
避
難
所

と
し
て
活
用
さ
れ
る

体
育
館
施
設
は
避
難
所
機
能
を

強
化
し
、
耐
震
害
性
の
向
上
を

図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
多

額
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
か
ら

空
調
設
置
に
至
っ
て
い
な
い
状

況
で
す
。
当
面
、
ス
ポ
ッ
ト
ク

ー
ラ
ー
の
活
用
や
自
治
会
施
設

の
活
用
等
で
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

成相　大 議員
不妊検査やブライダルチェックにかかる費用及び低出生体重児への支援金について

支援金制度については，今後，
調査・研究する必要がある

町
長

一 般 質 問

災
害
に
よ
っ
て
大

規
模
な
停
電
が
発
生

し
て
い
る
場
合
は
、
そ
も
そ
も

エ
ア
コ
ン
の
運
転
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
万
が

一
に
備
え
て
発
電
装
置
の
設

置
な
ど
も
考
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
メ
リ
ッ
ト
も
あ
れ
ば
デ

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
ま
た
、
建

物
の
老
朽
化
に
加
え
、
設
置
費

用
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
も
あ

る
た
め
難
し
い
事
案
だ
と
思
う

が
、町
民
の
安
心
・
安
全
の
為
、

計
画
的
に
段
階
的
に
進
め
て
い

く
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

町
民
の
人
命
・
財

産
を
守
る
こ
と
が
大

事
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
多
額

の
費
用
が
か
か
る
為
、
現
段
階

で
は
代
替
施
設
に
て
対
応
し
て

い
き
ま
す
。

各
体
育
館
施
設
へ
の
空
調
設
備
設
置
に
つ
い
て

問

問

問

問

町
長

町
長

町
長

町
長
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就
農
を
考
え
る
移

住
者
に
、
農
地
付
き

家
屋
の
提
供
が
で
き
な
い
か
伺

う
。
こ
の
問
題
は
空
き
家
バ
ン

ク
の
充
実
の
一
環
と
し
て
、
商

工
観
光
P
R
課・産
業
振
興
課・

農
業
委
員
会
・
3
課
連
携
を
し

て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
現
在
ど

一 般 質 問

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の

か
伺
う
。

全
国
的
に
も
空
き

家
バ
ン
ク
の
取
り
組

み
を
通
じ
て
「
農
地
付
き
空
き

家
」
の
提
供
を
行
い
、
移
住
希

望
者
を
呼
び
込
ん
で
い
る
自

治
体
も
あ
り
ま
す
。
本
町
で

も
農
地
の
権
利
取
得
に
あ
た
っ

て
は
、
下
限
面
積
要
件
も
廃
止

さ
れ
、
新
規
就
農
者
に
関
し
て

も
支
援
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で

就
農
し
や
す
い
環
境
整
備
を
整

え
て
い
ま
す
が
、
就
農
を
考
え

て
お
ら
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

栽
培
作
物
等
に
よ
っ
て
は
、
農

地
、
技
術
及
び
機
械
等
の
規
模

が
異
な
る
こ
と
か
ら
農
地
と
家

屋
の
借
地
借
家
は
、
切
り
離
す

べ
き
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
本

町
で
も
農
地
付
き
空
き
家
バ
ン

ク
は
、
３
件
登
録
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
家
屋
に
付
随
す
る
農

地
で
あ
り
菜
園
程
度
で
あ
り
ま

す
。
ご
質
問
の
と
お
り
、
就
農

を
検
討
し
て
い
る
方
に
同
時
に

提
案
す
る
こ
と
で
衣
食
住
の
課

題
が
同
時
に
解
決
す
る
メ
リ
ッ

ト
等
も
あ
り
ま
す
の
で
、
更
に

全
庁
的
な
連
携
を
図
り
、
住
民

は
も
と
よ
り
移
住
定
住
を
考
え

て
い
る
方
に
と
っ
て
も
、
寄
り

添
っ
た
支
援
が
で
き
る
よ
う
に

境田　公明 議員
移住者に農地・家屋をセットで借地・借家できるようにする考えはないか

住民はもとより移住定住を考えている方に寄り
添った仕組みづくりを検討しているところです

活
用
す
る
考
え
が
あ
る
か
。

観
光
資
源
に
つ
い

て
は
、
吉
松
地
区
は

パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
に
と
っ
て
優

れ
た
地
形
を
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
野
フ
ラ
イ
ト
ヱ
リ
ア

や
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
場
が
整
備

さ
れ
、
イ
ベ
ン
ト
等
も
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
高
原
フ
ェ

ス
タ
に
お
い
て
も
キ
ッ
ズ
パ
ラ

グ
ラ
イ
ダ
ー
体
験
ブ
ー
ス
を
設

け
る
な
ど
、
観
光
資
源
と
し
て

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
今
後
に
お
い
て
も
関
係

団
体
と
連
携
を
推
進
す
る
こ
と

で
、
さ
ら
な
る
活
用
が
で
き
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

前
回
の
一
般
質
問

か
ら
地
元
の
パ
ラ
グ

ラ
イ
ダ
ー
の
関
係
者
と
事
務
的

な
話
を
行
っ
た
経
緯
は
あ
り
ま

す
が
、
国
有
林
を
所
管
す
る
鹿

児
島
森
林
管
理
署
と
の
協
議
結

果
で
は
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

な
ど
も
考
慮
す
る
必
要
性
や
自

然
保
護
団
体
と
の
調
整
が
困
難

で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
そ

の
後
は
具
体
的
に
は
進
ん
で
お

り
ま
せ
ん
。

魚
野
パ
ラ
グ
ラ
イ

ダ
ー
テ
イ
ク
オ
フ
場

の
駐
車
場
と
ト
イ
レ
の
整
備
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
伺
う
。

当
地
区
は
、
年
始

や
雲
海
の
観
ら
れ
る

時
期
は
、
大
変
多
く
の
方
に
利

用
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
り
ま

す
。
本
年
度
の
年
末
年
始
に
お

い
て
は
、
仮
設
用
ト
イ
レ
を
設

置
し
、
利
用
者
の
利
便
性
を

図
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
整
備
に

つ
い
て
は
、
竹
中
池
公
園
プ
ー

ル
及
び
熊
野
神
社
周
辺
並
び
に

丸
池
公
園
等
の
計
画
も
あ
り
ま

す
の
で
、
総
合
的
に
判
断
す
べ

き
事
案
と
思
わ
れ
ま
す
。

パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー

を
観
光
資
源
と
し
て

仕
組
み
づ
く
り
を
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

熊
野
神
社
周
辺
整

備
の
進
捗
状
況
と
今

後
の
計
画
を
伺
う
。

熊
野
神
社
周
辺
の

進
捗
に
つ
い
て
は
、

川
添
行
政
区
と
土
地
管
理
者
に

対
し
、
簡
易
的
な
計
画
図
面
等

を
提
案
し
、
ご
意
見
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
今
後
の
計
画
と

い
た
し
ま
し
て
は
、
熊
野
神
社

を
含
め
る
竹
中
池
周
辺
の
観
光

整
備
に
つ
い
て
、
公
園
関
係
者

の
意
見
等
を
集
約
す
る
た
め
の

予
算
計
上
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
そ
の
意
見
等
を
反
映
し
な

が
ら
、
現
在
整
備
中
で
あ
り
ま

す
八
幡
大
地
獄
の
事
業
完
成
後

に
は
、
県
の
補
助
事
業
の
採
択

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

栗
野
岳
へ
の
パ
ラ

グ
ラ
イ
ダ
ー
テ
イ
ク

オ
フ
場
整
備
に
つ
い
て
、
関
係

機
関
と
協
議
は
な
さ
れ
た
か
伺

う
。

町
長

問

問

問問

問

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

移
住
・
空
き
家
対
策
に

つ
い
て

観
光
対
策
に
つ
い
て
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栗
野
岳
中
腹
（
３

ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
土

地
に
２
千
本
を
植
栽
し
、
町
の

特
産
品
と
し
て
ア
ー
モ
ン
ド
を

推
進
し
た
が
現
在
の
状
況
に
つ

い
て
伺
う
。

平
成
27
年
度
に
国

の
事
業
を
活
用
し
ま

し
た
が
、
鳥
獣
被
害
や
土
壌
の

関
係
か
ら
生
育
が
思
わ
し
く
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
町
の
特

産
品
と
し
て
の
現
在
の
状
況

は
、
生
育
状
況
を
は
じ
め
収
穫

量
か
ら
、
こ
れ
か
ら
で
あ
る
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

ア
ー
モ
ン
ド
で
地

域
お
こ
し
と
し
て
、

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の

か
。

全
国
で
も
例
が
少

な
い
取
組
み
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
報
道
機
関
等
で
取

り
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、

町
内
外
の
イ
ベ
ン
ト
等
で
試
食

を
し
て
も
ら
い
、
好
評
を
得
て

ま
い
り
ま
し
た
。

鹿
児
島
大
学
の
専

門
的
な
知
見
を
活
か

し
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
と
言

わ
れ
た
が
、
検
討
結
果
は
ど
う

だ
っ
た
か
。

国
内
で
栽
培
方
法

が
確
立
し
て
お
ら

ず
、
適
正
な
栽
培
方
法
が
不
明

瞭
な
中
で
、
鹿
児
島
大
学
で
は

植
栽
を
は
じ
め
た
当
初
か
ら
土

壌
分
析
や
病
害
虫
防
除
な
ど
、

他
の
果
樹
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
適
正
な
栽
培
方
法
を
確
立

す
る
た
め
に
、
町
内
の
ほ
場
で

生
育
状
況
を
調
査
し
研
究
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

成
分
調
査
の
結

果
、
ビ
タ
ー
ア
ー
モ

ン
ド
に
シ
ア
ン
化
合
物
が
検
出

さ
れ
た
と
説
明
を
聞
く
が
、
詳

細
な
状
況
は
。本

町
で
植
栽
し
て

る
ビ
タ
ー
ア
ー
モ
ン

ド
は
、
食
用
以
外
で
の
商
品
化

を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
ま
た
、
食
用
と
し
て
は
、

鹿
児
島
大
学
の
研
究
結
果
よ
っ

て
は
、
ス
イ
ー
ト
ア
ー
モ
ン
ド

の
生
産
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

栽
培
方
法
の
確
立

に
向
け
て
取
り
組
む

と
答
弁
さ
れ
た
が
、
10
年
と
い

う
長
い
期
間
研
究
さ
れ
結
果
が

出
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

国
内
で
の
栽
培
方

法
が
確
立
し
て
な
い

た
め
、
ア
ー
モ
ン
ド
の
苗
木
が

何
種
類
あ
る
の
か
も
理
解
し
て

い
な
か
っ
た
事
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
実
を
収
穫
し
て
、
そ
の

苗
木
の
調
査
・
研
究
を
し
て
み

な
い
と
分
か
ら
な
い
と
い
う

事
も
あ
り
、
こ
の
10
年
間
の
中

で
判
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

同
除
草
剤
の
撤
去

が
最
終
段
階
に
入
っ

て
い
る
と
思
う
が
進
捗
状
況
に

つ
い
て
伺
う
。令

和
５
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
に
か
け

て
埋
設
農
薬
の
掘
削
処
理
に
関

す
る
事
業
が
行
わ
れ
、
埋
設
農

薬
の
成
分
等
の
分
析
、
掘
削
対

象
範
囲
の
確
定
、
各
種
法
令
等

に
基
づ
い
た
作
業
を
実
施
で
き

る
よ
う
掘
削
、
回
収
、
収
集
運

搬
及
び
無
害
化
処
理
ま
で
の
概

算
工
事
費
算
出
が
な
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
す
。

鉄
条
網
が
約
２
３

０
メ
ー
ト
ル
張
っ
て

あ
っ
た
の
が
短
縮
さ
れ
、
そ
の

中
に
白
い
紐
と
ピ
ン
ク
色
の
鋲

の
よ
う
な
も
の
が
８
か
所
ぐ
ら

森山　マスミ 議員
アーモンドの今後の取組みについて

調査研究し栽培方法の確立に
向けて取組む

教
育
長

一 般 質 問

い
打
ち
込
ん
で
あ
る
。
詳
細
な

説
明
を
。

掘
削
の
予
定
の
範

囲
と
埋
設
物
が
埋

ま
っ
て
い
る
と
目
星
を
つ
け
た

鋲
で
す
。

産
業
廃
棄
物
処
理

業
務
の
掘
削
・
搬
出

を
含
む
業
務
が
令
和
７
年
末
ま

で
実
施
さ
れ
る
と
森
林
管
理
署

か
ら
説
明
を
受
け
て
い
る
。
町

も
必
要
な
装
備
を
行
い
、
撤
去

の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
ど
う
か
。

森
林
管
理
署
と
協

議
を
行
い
、
町
の
職

員
も
防
護
服
等
を
装
備
し
て
、

立
会
い
が
可
能
で
あ
る
よ
う
で

あ
れ
ば
、
撤
去
の
状
況
を
確
認

し
た
い
。

問

問問

問問

問

問

問

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

２
・
４
・
５

－

Ｔ
系
除
草
剤
の
撤
去
に
つ
い
て
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一 般 質 問

口
の
増
加
及
び
将
来
の
税
収
の

確
保
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
町
内
企
業
が
規
模
拡
大
や

雇
用
促
進
に
取
り
組
ん
だ
際
の

支
援
策
を
庁
舎
内
で
検
討
し
て

お
り
ま
す
。
今
後
、
条
件
等
を

整
理
し
、
町
独
自
の
企
業
立
地

優
遇
制
度
の
創
設
に
向
け
て
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。

令
和
６
年
10
月
21

日
、
総
合
交
流
施
設

活
用
検
討
協
議
会
よ
り
提
言
さ

れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
検
討
が
な
さ
れ
た
も
の
か
伺

う
。

総
合
交
流
施
設
活

用
検
討
協
議
会
よ
り

頂
い
た
「
今
後
の
在
り
方
に
関

す
る
提
言
」
を
も
と
に
、
温
泉

施
設
の
再
構
築
や
子
育
て
環
境

に
配
慮
し
た
施
設
整
備
を
行
う

た
め
、
民
間
活
力
の
導
入
等
を

視
野
に
入
れ
、
事
業
手
法
の

検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な

結
論
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
今
後
、
提
言
頂
い
た
内
容

国
、
県
の
企
業
立

地
優
遇
制
度
に
該
当

し
な
い
町
内
の
企
業
で
雇
用
促

進
や
納
税
等
に
寄
与
さ
れ
、
今

後
も
更
に
事
業
拡
大
さ
れ
る
こ

と
に
対
し
て
、
町
独
自
の
優
遇

制
度
を
創
設
し
て
、
積
極
的
な

支
援
を
す
る
考
え
は
な
い
か
伺

う
。

町
内
企
業
が
実
施

す
る
事
業
拡
大
に
よ

り
、
新
た
な
雇
用
が
生
ま
れ
る

こ
と
は
、
関
係
人
口
や
定
住
人

久留須　修 議員
町内企業への町単独企業立地優遇制度の創設について

町独自の企業立地優遇制度の創
設に向けて取り組む必要がある

を
行
い
、
洪
水
時
の
流
下
断
面

の
改
修
を
図
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の

下
流
部
に
河
道
幅
の
狭
い
部
分

が
あ
り
、
こ
の
部
分
の
河
道
幅

を
改
修
す
る
掘
削
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
て
お
り
、
整
備
の
前

段
階
と
し
て
環
境
調
査
や
測
量

を
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で

し
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
こ
の
下

流
部
の
事
業
推
進
が
図
ら
れ

る
こ
と
で
、
恒
次
広
田
地
内
の

内
水
対
策
に
も
つ
な
が
る
と
考

え
ま
す
の
で
、
川
内
川
河
川
事

務
所
が
毎
年
度
行
う
工
事
状
況

説
明
会
等
で
こ
の
部
分
の
要
望

を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。②

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
桜

並
木
見
学
者
用
駐
車
場
の
設
置

に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
方

が
桜
の
時
期
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

を
実
施
し
、
多
く
の
見
学
者
が

訪
れ
る
町
の
新
た
な
ス
ポ
ッ

に
配
慮
し
な
が
ら
、
事
業
の
推

進
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

答
弁
と
し
て
、
①

「
川
内
川
河
川
事

務
所
と
協
議
し
た
い
と
考
え

る
。」、
②
「
鹿
児
島
県
と
協
議

し
た
い
と
考
え
る
。」、
③
「
今

後
、研
究
し
た
い
と
考
え
る
。」

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
協

議
、研
究
さ
れ
た
内
容
を
伺
う
。

①
川
内
川
恒
次
地

内
の
拡
幅
改
修
の
追

加
要
望
に
つ
い
て
は
、
令
和
５

年
第
３
回
一
般
質
問
に
対
す
る

答
弁
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
11

月
に
国
土
交
通
省
川
内
川
河
川

事
務
所
担
当
課
と
、
建
設
課
で

協
議
を
さ
せ
ま
し
た
。

協
議
の
内
容
を
踏
ま
え
川
内

川
河
川
事
務
所
と
し
て
は
、
恒

次
広
田
地
内
の
無
堤
地
区
は
、

河
川
の
堤
防
機
能
を
有
す
る
地

形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

河
道
幅
に
つ
い
て
も
極
端
な
狭

窄
部
で
は
な
く
、
こ
の
部
分
に

つ
い
て
は
令
和
３
年
度
及
び
令

和
４
年
度
に
両
岸
の
河
道
掘
削

町
長

問

問

問

町
長

町
長

町
長

ト
と
し
て
、
本
町
の
Ｐ
Ｒ
に
貢

献
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

に
対
し
ま
し
て
感
謝
い
た
し
ま

す
。
桜
並
木
沿
い
の
窪
地
を
国

道
の
高
さ
ま
で
盛
土
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
休
憩
場
所
等
と
し

て
土
地
の
有
効
活
用
が
図
ら
れ

る
た
め
、
土
地
管
理
者
で
あ
る

姶
良
・
伊
佐
地
域
振
興
局
へ
の

要
望
を
行
い
、
昨
年
12
月
に
現

地
で
の
協
議
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
振
興
局
か
ら
は
、
道
路
利

用
者
の
休
憩
場
所
と
し
て
、
事

業
化
に
向
け
て
前
向
き
に
検
討

し
た
い
と
の
回
答
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

③
宅
地
造
成
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
川
西
地
区
塚
ノ
原
に
13

区
画
を
整
備
中
で
す
。
宅
地
分

譲
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
定
住
促
進
に
よ
る
人
口
増

が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
新
た
な

宅
地
分
譲
事
業
を
計
画
す
る
に

は
、
町
全
体
の
地
域
性
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。
ま
た
、
近
年
の
物
価
高
騰

等
に
よ
り
ま
し
て
事
業
費
が
大

き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
財
政
状

況
へ
の
影
響
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き

研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。

令
和
５
年
第
３
回
一
般
質
問
の
①
川
内
川
恒
次
地
内
の
拡

幅
改
修
の
追
加
要
望
，
②
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
桜
並
木

見
学
者
用
駐
車
場
の
設
置
，
③
宅
地
造
成
に
つ
い
て

総
合
交
流
施
設
の
今
後

の
在
り
方
に
つ
い
て
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新
し
い
議
会
構
成
決
ま
る

 

令
和
７
年
４
月
30
日
に
開
会
さ
れ
た
第
２
回
湧
水
町
議
会
臨
時
会
に
お
い
て
、
議
会
議
長
に
久
留
須
修
議
員
が
、
副
議
長
に
亀
澤
中
議
員
が

そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
委
員
会
構
成
や
一
部
事
務
組
合
議
員
の
選
出
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ご
あ
い
さ
つ
の
機
会
を
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
言
ご
あ
い
さ
つ
申
し

上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
不
肖
私
、
議
員
の
皆
様
方
の
ご

推
挙
に
よ
り
ま
し
て
議
長
の
要
職
に
就
く
事

に
な
り
ま
し
た
こ
と
は
、
誠
に
身
に
余
る
光

栄
で
あ
る
と
と
も
に
責
任
の
重
さ
を
痛
感
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
選
挙
は
湧
水
町
誕
生
以
来
、
初
め
て
の
無
投
票
に
よ
る
改
選
と
な
り

ま
し
た
。
こ
の
事
に
関
し
て
、
今
後
の
議
会
に
対
す
る
懸
念
の
声
も
発
せ
ら
れ
、
い
き
な
り

課
題
を
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
議
員
各
位
も
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま

で
に
も
議
会
基
本
条
例
に
基
づ
き
、
議
会
運
営
が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
日
頃
の
住
民

会
話
で
、
よ
り
以
上
の
議
会
活
動
が
望
ま
れ
て
い
る
の
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

議
会
の
使
命
で
あ
る
「
政
策
の
決
定
」
及
び
「
批
判
と
監
視
」
は
も
と
よ
り
、
か
つ
て
の

上
司
か
ら
「
や
っ
と
発
せ
ら
れ
る
住
民
の
声
を
大
事
に
し
な
さ
い
。」
と
ご
教
示
さ
れ
た
言

葉
が
今
で
も
脳
裏
か
ら
離
れ
ず
、「
大
衆
は
、
大
知
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
様
に
一
人
で
も

多
く
の
住
民
の
声
を
行
政
に
届
け
、本
町
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

住
民
と
一
体
と
な
り
、
よ
り
身
近
な
開
か
れ
た
議
会
を
形
成
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

最
後
に
町
民
及
び
議
員
各
位
に
ご
指
導
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
あ
い
さ
つ

と
致
し
ま
す
。

　

議
員
の
皆
様
の
ご
推
挙
を
い
た
だ
き
、
副
議
長
と
い

う
大
役
を
受
け
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。
議
長

を
サ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
３
期
12
年
の
経

験
を
活
か
し
て
、
議
員
同
士
の
活
発
な
議
論
が
で
き
る

議
会
運
営
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

特
に
、
合
併
当
初
の
１
万
２
千
人
の
人
口
が
直
近
で
約

８
千
人
と
急
激
な
人
口
減
少
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。

人
口
減
少
対
策
と
し
て
、
企
業
誘
致
や
子
育
て
支
援
、

地
場
産
業
育
成
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
行
政

と
共
に
様
々
な
課
題
に
取
り
組
み
、
議
会
の
使
命
で
あ

る
議
論
の
場
を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
町
民
の
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

議会議長
久留須　修

湧水町議会議員就任あいさつ

議会副議長
亀澤　中
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町
民
の

皆
さ
ん
、

初
め
ま
し

て
。
72
歳

の
新
人
で

す
が
、人
口
減
少
対
策
を
メ
イ
ン
に

活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
。そ
の
た
め

に
は
、子
育
て
支
援
・
婚
活
支
援
・
移

住
定
住
支
援
・
企
業
誘
致
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。体
力
維
持
の

た
め
に
筋
ト
レ
に
励
ん
で
お
り
、い

つ
で
も
元
気
い
っ
ぱ
い
、心
身
と
も

に
10
歳
は
若
い
つ
も
り
で
す
。よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

井
上　

順
二

　

議
員
数

が
12
名
か

ら
10
名
と

な
り
、
議

会
活
動
が

心
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り

ま
す
が
、諸
先
輩
方
か
ら
い
た
だ

い
た
教
訓
や
議
会
の
ル
ー
ル
を

新
人
議
員
の
方
々
に
お
伝
え
し

て
ま
い
り
ま
す
。ま
た
、町
民
の

皆
様
の
声
を
大
事
に
し
、住
み
や

す
い
町
づ
く
り
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

仮
屋　

良
二

　

今
、
子

育
て
を
し

な
が
ら
働

く
ご
家
庭

や
未
来
を

切
り
開
こ
う
と
す
る
若
い
世
代
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
し
て
い

ま
す
。私
は
、そ
ん
な
皆
さ
ん
の
声

に
し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
、「
安
心

し
て
子
ど
も
を
育
て
ら
れ
る
町
」、

「
若
者
が
夢
を
描
け
る
町
」を
実
現

す
る
た
め
、子
育
て
世
代
、若
者
の

代
弁
者
と
し
て
誠
心
誠
意
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

山
下　

航
弥

　

湧
水
町

議
会
議
員

と
し
て
の

永
年
の
経

験
と
私
の

持
て
る
人
脈
を
最
大
限
に
活
か
し

て
、町
の
発
展
の
た
め
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。国
や

県
の
補
助
金
を
活
用
し
て
、財
源

の
確
保
を
図
り
な
が
ら
、特
に
子

育
て
環
境
の
整
備
や
高
齢
者
の
皆

様
の
安
心
安
全
な
暮
ら
し
を
守
る

た
め
に
必
要
な
政
策
を
提
言
し
て

ま
い
り
ま
す
。

森
山　

マ
ス
ミ

　

12
人
か

ら
10
人
へ

議
員
定
数

削
減
の
中
、

２
期
目
の

議
員
と
な
り
ま
し
た
。２
期
目
と
い

う
こ
と
で
１
期
目
の
反
省
を
生
か

し
つ
つ
、湧
水
町
と
町
民
皆
様
が
住

み
や
く
な
る
よ
う
に
様
々
な
会
合

に
参
加
し
、皆
様
と
直
接
対
話
を
し

な
が
ら
議
員
活
動
に
生
か
し
て
い

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。厳
し
い

社
会
情
勢
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、

全
力
で
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

成
相　

大

　

こ
の
度

の
議
会
議

員
選
挙
に

あ
た
り
無

投
票
な
が

ら
議
会
議
員
の
一
人
と
し
て
活

動
の
機
会
を
得
ま
し
た
こ
と
に

対
し
、町
民
の
皆
様
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。２
期
目
の
議

員
活
動
で
あ
り
ま
す
が
、本
町
の

一
番
の
課
題
で
あ
る
人
口
減
少

に
対
し
、行
政
と
と
も
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

中
原　

和
見

　

消
滅
可

能
性
自
治

体
と
い
わ

れ
る
今
日
、

３
期
目
の

議
席
を
い
た
だ
き
、こ
れ
ま
で
に

な
い
重
責
を
感
じ
て
い
ま
す
。こ

れ
ま
で
の
２
期
８
年
間
の
経
験

を
糧
に
更
に
研
鑽
努
力
し
、人
口

減
少
等
わ
が
町
の
喫
緊
の
課
題

解
決
の
た
め
、具
体
的
な
施
策
の

研
究
提
案
と
こ
れ
の
実
現
の
た

め
精
一
杯
努
力
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

中
村　

和
博

　

こ
の
度
、

湧
水
町
議

会
議
員
と

し
て
活
動

を
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。私

は
、本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林

商
工
業
に
つ
い
て
、魅
力
が
あ
り
持

続
可
能
で
住
み
良
い
町
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。新
人
議
員
と
し
て
、先
輩
議
員

や
町
民
の
方
々
と
の
対
話
を
通
し

て
、湧
水
町
発
展
の
た
め
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

鳥
羽　

一
輝

常任委員会
常任委員会 委 員 長 副 委 員 長 委　　　　　　員
総務民生 成 相 　 大 中 原　 和 見 山下　航弥，仮屋　良二，久留須　修
経済文教 中 村　 和 博 森  山  マスミ 鳥羽　一輝，井上　順二，亀澤　中

初

初

初
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「開かれた議会」づくりとして，議会中継を配信しています。
〇インターネットを通じて，
　　YouTube（ユーチューブ）でも視聴できます。
　【YouTube チャンネル　「湧水町議会」 URL】
　https://www.youtube.com/channel/UCN82z1DuKBMDmJ7Wi5604gg　
〇役場両庁舎１階ロビー設置のモニターでも視聴できます。

▼

こ
ち
ら
か
ら

ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す

議会運営委員会

議会活性化等調査特別委員会

議会広報編集特別委員会

一部事務組合選出議員

委 員 長 副 委 員 長 委　　　　　　員
亀 澤 　 中 成 相 　 大 中村　和博，中原　和見，森山　マスミ

委 員 長 副 委 員 長 委　　　　　　員

亀 澤 　 中 中 村　 和 博 山下　航弥，鳥羽　一輝，井上　順二，成相　大
中原　和見，仮屋　良二，森山　マスミ

委 員 長 副 委 員 長 委　　　　　　員
井 上　 順 二 山 下　 航 弥 鳥羽　一輝，中原　和見，仮屋　良二，森山　マスミ

一　部　事　務　組　合　名 選　　出　　議　　員
伊 佐 北 姶 良 火 葬 場 管 理 組 合 鳥羽　一輝，成相　大，中原　和見
伊 佐 湧 水 消 防 組 合 山下　航弥，中村　和博，久留須　修
伊 佐 湧 水 環 境 管 理 組 合 井上　順二，仮屋　良二，森山　マスミ，亀澤　中
姶 良・ 伊 佐 地 区 介 護 保 険 組 合 久留須　修
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